
　朝日町では、近隣市町にない独自の事業として、新築又は新築住宅を購入された方に奨励金が交
付されます。
●平成28年度にて奨励金交付は終了します。
　手続きを終えられていない方は早めに申請手続きをしてください。
　申請手続き方法や制度についてのお問合せは産業建設課までお問合せください。
☆対象者
　平成23年度に新たに住宅の固定資産税
（家屋）が課せられる事になり、平成25年
度分の固定資産税を完納している方。
●奨励額
　住宅に係る固定資産税課税標準額（家屋）
に税率を乗じた額の２分の１に相当する額
（平成25年度分の固定資産税のみ対象）
☆申請期限　３月10日（金）まで。
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　朝日町では、平成27年５月26日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基
づき、朝日町の空家等の利活用の促進や地域住民の生活環境を保全のため、「朝日町空家等対策計
画」（以下「対策計画」という。）を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施いた
します。
　つきましては、この対策計画に住民の方々の声を反映させるため、下記のとおり皆さまからのご
意見を広く募集することとしました。対策計画（素案）につきましては、役場(産業建設課)、保健
福祉センター、教育文化施設（エントランス）の各窓口のほか、町ホームページにおいて下記期間
内にご覧いただき、意見公募を行います。

公募期間　１月10日（火）～２月９日（木）　　担 当 課　産業建設課

１月20日（金）
２月10日（金）
３月10日（金）

「朝日町空家等対策計画（素案）」の
  パブリックコメントの実施について

肥満予防教室

※申請手続き方法や制度についてのお問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658　FAX 377－4543

お忘れではないですか？
新築住宅の奨励金 が終了します！！

場　　所：保健福祉センター　栄養指導室
時　　間：10時～
定　　員：20名　　　　　　
費　　用：300円　　　
申込期限：３月２日（木）まで
持 ち 物：エプロン・三角巾・筆記用具 
申 込 先：保険福祉課　377－5659
※定員になりましたら募集を締め切らせて
　いただきます。

参加者
募集

　生活習慣病予防を目的に､
健康料理教室を次のとおり開
催致します。
　肥満予防教室は血糖値・コ
レステロール値・肥満が気に
なる方・ご家族の健康管理
に！健康についてのお話をし
た後に、管理栄養士の立てた
献立をもとに調理実習を行い
ます。実習を通して、楽しみ
ながら普段のお食事を見直し
てみませんか？

健康料理教室


